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　今年４月 25 日に古物営業法の一部が改正され、平成 30 年 10
月24日と２年後の平成32年４月頃の２段階に分けて施行されます。
　今回の法改正により、現在、古物営業の許可を取得している営業
者の方で、今後も引き続き営業を継続される方は「主たる営業所等
届出書」を提出することが必要です。届出期間内に届出書を提出し
なければ許可は失効しますのでご注意ください。

●届出期間
　10月24日から平成32年４月頃　（２段階目の施行日）まで
●届 出 先
　主たる営業所の所在地を管轄する警察署
※届出書の様式は、県警ホームページや各警察署生活安全課でお取り寄せください。
　詳しくは、お問合せください。

■問合せ　越前警察署　生活安全課　生活安全庶務係　℡ 24－0110

古物営業者の方へのお知らせ

古物営業法４つの改正点

１、営業制限の見直し

２、簡易取消しの新設

３、欠格事由の追加

４、許可単位の見直し

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！
　「国の教育ローン」は、高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用（入学金、授業料、教科書代、アパート・
マンションの敷金・家賃など）を対象とした公的な融資制度です。

融 資 額　お子様１人あたり 350万円以内
金　　利　年１.76％　固定金利　※母子家庭の方などは年 1.36％（平成 30年８月 10日現在）
返済期間　15 年以内　※母子家庭の方などは 18年以内
返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
■問合せ　教育ローンコールセンター
　　　　　（ナビダイヤル）0570－008656　または　℡ 03－5321－8656

ホームページ 検  索国の教育ローン

　丹南広域公共交通機関活性化協議会では、第２回「福井鉄道フクラム」写真コンテストの作品を募集しています。
　どなたでも応募可能（ひとり２点まで）です。作品ごとに所定事項（作品のタイトル、撮影場所、氏名、住所、
電話番号）を明記した応募票を作品の裏に貼りつけて、ご郵送ください。
内　容  鉄道風景写真、鉄道のあるスナップ写真など、「福井鉄道フクラム」を入れ込んだ写真
サイズ  カラー、モノクロ、デジタル（銀塩プリント仕上げ）ともに４切またはワイド４切
締　切  平成 31年１月 31日 ( 木 )
賞　品  最優秀賞（図書券 10,000 円）、優秀賞（図書券５,000 円）　各数点　＊参加賞あり
■応募先・問合せ　〒 915－0096　越前市瓜生町５－１－１
　　　　　　　　　丹南広域公共交通機関活性化協議会　℡ 23－4550

「福井鉄道フクラム」 作品募集
第2回

写真コンテスト


